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第 章 都 公園技術標準 
 

第 節 総   則 
 

 都市公園の技術標準取り扱いについて 
   標準 都 公園 施設 一般的標準 定 合理的 計画 設計 施工及び管理

資 目的  技術標準 い 都 公園技術標準解説書  

 

 適用範囲 
   各節記載 適用範 参照  

   地域 特性 情 不適当 認 場合 標準 い

 

 

 設計基準等 
   都 公園 業 使用 主 基準及び資料 記 あ  

 適用基準等 

称 発行  発行  

公園緑地 ニ ア  日 公園緑地協会 Ｈ  

都 公園技術標準解説書 日 公園緑地協会 Ｈ  

都 計画 ニ ア Ⅰ 公園緑地 日 都 計画学会 Ｈ  

公園 緑地 公告必携 う い Ｈ  

造園施工管理 技術編 法規編 日 公園緑地協会 Ｈ  

公共緑化樹木 品質寸法規格基準 解説 日 緑化 ンタ  Ｈ  

舗装設計便覧 日 道路協会 Ｈ  

透水性舗装 イ ック 日 道路協会 Ｈ  

屋外体育施設 建設指針 日 体育施設協会 Ｈ  

都 公園 移動等 滑化整備 イ イン 国土交通省 Ｈ  

ニ イン  公

園  

日 公園緑地協会 Ｈ  

都 公園 イ 指針 日 公園緑地協会 Ｈ  

防災公園 計画 設計 管理 営 イ イン 国土交通省 Ｈ  

続 防災公園技術 ン ック 環境コ ニケ ン  Ｈ  

大規模公園 用 効果 析手法 ニ ア  国土交通省 Ｈ  

規模公園 用 効果 析手法 ニ ア  国土交通省 Ｈ  

公園緑地 維持管理 積算 経済調査会 Ｈ  

都 公園 具 安全確保 関 指針 国土交通省 Ｈ  

具 安全 関 規準 日 公園施設業協会 Ｈ  

公園施設長 命化計画策定指針。案) 国土交通省 Ｈ  

都 公園 樹木 点検 診断 関 指針。案) 国土交通省 Ｈ  
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第 節 都 公園移動等 滑化基準 関 長野県都 公園 

条例及び規則 い  
 

 経  過 

地域 自主性及び自立性 高 改革 推進 関 法律 整備 関 法律

成 「」 法律第 105 号 第 次一括法 いう 成 「」 」0 日 公 法

高齢者 害者等 移動等 滑化 進 関 法律 成 18 法律第 61 号

ア 法 いう 及び移動等 滑化 必要 特定公園施設 設置 関 基準

定 省 成 18 国土交通省 第 115 号 移動等 滑化基準省 いう

改 成 「4 日 施行  

   伴い ア 法第 1」 条第 項及び 条第 項 特定公園施設 新設 増設

又 改築 行う 当 適合 い移動等 滑化 必要 特定公園施設

設置 関 基準 う 地方公共団体 設置 都 公園 い 国 省 移動等

滑化基準省 定 基準 参 当 公園施設 公園管理者等 あ 地方公共団体 条

例 定  

   受 長野県 長野県都 公園条例 改 細基準 長野県都 公園規則

規定 成 「5 日施行  

 

 都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインについて 

ア 法 基 都 公園 移動等 滑化 整備 容 考え方 い

都 公園 移動等 滑化整備 イ イン 国土交通省 参考  

 

 長野県都市公園条例 抜粋 成25 月 日施行  

公園施設 基準  

第 条  

 移動等 滑化法第1」条第 項 条例 定 基準 次 掲 公園施設 い 都 公園

高齢者 害者等 移動 及び公園施設 利用 利便性及び安全性 向 資

考慮 規則 定  

。1) 都 公園 出入口 次号 第 号 掲 公園施設 号 い 休憩 等

いう 間 経路及び第 号 掲 駐車場 休憩 等 当 駐車場 除 間 経路

構成 園路及び広場 

 。「) 休憩  
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 。」) 駐車場 

 。4) 便  

 。5) 管理 務  

 。6) 規則 定 公園施設 

 

 長野県都市公園規則 抜粋 成25 月 日施行  

公園施設 基準  

第 条   

 条例第 条 第 項第 号 規則 定 公園施設 次 掲 公園施設  

。 ) 屋根付広場 

。 ) 野外劇場 

。 ) 野外音楽堂 

。 ) 水飲場 

。 ) 手洗場 

。 ) 掲示版 

。 ) 標識 

 条例第 条 第 項 規定 定 基準 別表第 災害等

一時使用 公園施設 い 当 基準 い  

 

別表第 第 条 関  

 園路及び広場 

不特定 多数 者 利用 又 主 高齢者 害者等 利用 園路及び広場 設

場合 う 次 定 基準 適合 あ  

。 ) 出入口 次 定 基準 適合 あ  

ア 幅 1「0 ンチメ 地形 状況 特別 理由

や 得 い場合 90 ンチメ  

イ 車 設 場合 当 車 相互 間隔 う 90 ンチメ

 

ウ 出入口 水 距 150 ンチメ 水 面 確保 地形

状況 特別 理由 や 得 い場合 限 い  

エ 規定 場合 除 車い 使用者 通過 支 段 い  

 地形 状況 特別 理由 や 得 段 設 場合 傾斜路 踊場

含 併設  
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。 ) 通路 次 定 基準 適合 あ  

ア 幅 180 ンチメ 地形 状況 特別 理由

や 得 い場合 通路 端 付近 広 車い 転回 支 い

50メ 車い 転回 広 場 設 幅 1「0 ン

チメ  

イ ウ 規定 場合 除 車い 使用者 通過 支 段 い  

ウ 地形 状況 特別 理由 や 得 段 設 場合 傾斜路 併設

 

エ 縦断勾 ン 地形 状況 特別 理由

や 得 い場合 ン  

 横断勾 ン 地形 状況 特別 理由

や 得 い場合 ン  

 路面 滑 い あ  

 園路 排水施設 蓋 設 場合 あ 蓋 え及び車い ャ タ

落 込 滑 い あ  

ク 縁石 場合 部 長 1「0 ンチメ 当 部

接 部 勾 ン 地形 状況 特別 理由

や 得 い場合 限 い  

。 ) 階段 踊場 含 次 定 基準 適合 あ  

ア 手 両側 設 い 地形 状況 特別 理由 や

得 い場合 限 い  

イ 手 端部 付近 階段 通 場 示 点字 付  

ウ 回 段 い 地形 状況 特別 理由 や 得 い場合

限 い  

エ 踏面 滑 い あ  

 段鼻 突 出 原因 設 い い構造 あ

 

 階段 両側 立 部 設 い 側面 壁面 あ 場合

限 い  

 踏面 色 蹴 色 明 差 大 い 段 識別 や い

 

ク 階段 端 近接 通路等 部 注意喚起用敷設材等 設  

。 ) 階段 設 場合 傾斜路 併設 地形 状況 特別 理由
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傾斜路 設 困 あ 場合 エ タ エ タ 昇降機

あ 高齢者 害者等 滑 利用 適 構造 設 え

 

。 ) 傾斜路 階段若 段 わ 設 又 併設 限 次

定 基準 適合 あ  

ア 幅 1「0 ンチメ 階段又 段 併設 場合 90 ン

チメ  

イ 縦断勾 ン  

ウ 横断勾 設 い  

エ 路面 滑 い あ  

 高 75 ンチメ 超え 傾斜路 あ 高 75 ンチメ 踏

幅150 ンチメ 踊場 設 い  

 手 両側 設 い 地形 状況 特別 理由 や

得 い場合 限 い  

 傾斜路 両側 立 部 設 い 側面 壁面 あ 場合

限 い  

。 ) 高齢者 害者等 転落 あ 場 視覚 害者誘 用 ック 高齢者

害者等 移動等 滑化 進 関 法律施行 成18 政 第」79号 第11条第 号

規定 点状 ック等及び 第「1条第 項第 号 規定 線状 ック等 いう

適 組 合わ 路面 敷設 等 高齢者 害者等 転落

防 設備 設 い  

。 ) 規定 施設 あ 規定 基準 満 う

及び高齢者 害者等 移動等 滑化 進 関 法律施行規則 成18

国土交通省 第110号 第 条第 項 定 主要 公園施設 接続 い  

 屋根付広場 

不特定 多数 者 利用 又 主 高齢者 害者等 利用 屋根付広場 設

場合 う 次 定 基準 適合 あ  

。 ) 出入口 次 定 基準 適合 あ  

ア 幅 1「0 ンチメ 地形 状況 特別 理由

や 得 い場合 80 ンチメ  

イ ウ 規定 場合 除 車い 使用者 通過 支 段 い  

ウ 地形 状況 特別 理由 や 得 段 設 場合 傾斜路 併設
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。 ) 車い 使用者 滑 利用 適 広 確保 い  

 休憩 及び管理 務  

不特定 多数 者 利用 又 主 高齢者 害者等 利用 休憩 及び管理 務

設 場合 当 休憩 う 及び当 管理 務 次 定 基準 適合

あ  

。 ) 出入口 次 定 基準 適合 あ  

ア 幅 1「0 ンチメ 地形 状況 特別 理由

や 得 い場合 80 ンチメ  

イ ウ 規定 場合 除 車い 使用者 通過 支 段 い  

ウ 地形 状況 特別 理由 や 得 段 設 場合 傾斜路 併設

 

エ 戸 設 場合 あ 戸 次 定 基準 適合 あ  

。ア) 幅 80 ンチメ  

。イ) 高齢者 害者等 容易 開閉 通過 構造 あ  

。 ) ウンタ 設 場合 あ う 車い 使用者 滑 利用

適 構造 あ 常時勤務 者 容易 ウンタ 前 出 応

構造 あ 場合 限 い  

。 ) 車い 使用者 滑 利用 適 広 確保 い  

。 ) 不特定 多数 者 利用 又 主 高齢者 害者等 利用 便 設 場合

う 。 )及び。 ) 定 基準 適合 あ  

 野外劇場及び野外音楽堂 

。 ) 不特定 多数 者 利用 又 主 高齢者 害者等 利用 野外劇場及び野外

音楽堂 次 定 基準 適合 あ  

ア 出入口 。 ) ア 定 基準 適合 あ  

イ 出入口 ウ 観覧 及びエ 便 間 経路 構成 通路 次 定 基準

適合 あ  

。ア) 幅 1「0 ンチメ 地形 状況 特別 理由

や 得 い場合 通路 端 付近 広 車い 転回 支 い

80 ンチメ  

。イ) 。ウ) 規定 場合 除 車い 使用者 通過 支 段 い  

。ウ) 地形 状況 特別 理由 や 得 段 設 場合 傾斜路 併設

 

。エ) 縦断勾 ン 地形 状況 特別 理由
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や 得 い場合 ン  

。 ) 横断勾 ン 地形 状況 特別 理由

や 得 い場合 ン  

。 ) 路面 滑 い あ  

。 ) 高齢者 害者等 転落 あ 場 視覚 害者誘 用 ック 適

組 合わ 路面 敷設 等 高齢者 害者等 転落 防

設備 設 い  

ウ 収容定員 「00 場合 当 収容定員 50 乗 得 数 収容定員 「00

超え 場合 当 収容定員 100 乗 数 加え 得 数 車い 使用者

滑 利用 観覧 設  

エ 不特定 多数 者 利用 又 主 高齢者 害者等 利用 便 設 場

合 う 。 )及び。 ) 定 基準 適合 あ  

。 ) 。 ) ウ 観覧 次 定 基準 適合 あ  

ア 幅 90 ンチメ 奥行 1「0 ンチメ  

イ 車い 使用者 利用 支 段 い  

ウ 車い 使用者 転落 あ 場 車い 使用者 転落 防

設備 設 い  

 駐車場 

。 ) 不特定 多数 者 利用 又 主 高齢者 害者等 利用 駐車場 設 場

合 う 全駐車台数 「00 場合 当 駐車台数 50

乗 得 数 全駐車台数 「00 超え 場合 当 駐車台数 100 乗 数

加え 得 数 車い 使用者 滑 利用 駐車施設 車い

使用者用駐車施設 いう 設 専 大型自動 輪車及び普通自動

輪車 い 側車付 除 駐車 駐車場 い 限 い  

。 ) 車い 使用者用駐車施設 次 定 基準 適合 あ  

ア 。 ) 出入口 車い 使用者用駐車施設 間 経路 エ 通路 含 限

距 短 置 設  

イ 幅 」50 ンチメ  

ウ 車い 使用者用駐車施設又 付近 車い 使用者用駐車施設 表示  

エ ア 経路 う 駐車場 通路 次 定 基準 適合 あ  

。ア) 幅 1「0 ンチメ  

。イ) 出入口 車い 使用者用駐車施設 間 高 差 あ 場合 あ 傾斜路 設

困 あ エ タ 昇降機 あ 高齢者 害者等 滑
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利用 適 構造 設  

。ウ) 通路 排水施設 蓋 設 場合 あ 蓋 え及び車い ャ

タ 落 込 滑 い あ  

。エ) 路面 滑 い あ  

。 ) 段 設 場合 あ 段 。 ) ア 定 基準 適合

あ  

 便  

。 ) 不特定 多数 者 利用 又 主 高齢者 害者等 利用 便 次 定

基準 適合 あ  

ア 床 表面 滑 い あ  

イ 男子用 便器 設 場合 う 床置式 便器又 受 口 高

」5 ンチメ 壁掛式 便器 床置式 便器等 いう あ  

ウ 床置式 便器等 手 設 い  

エ 当 便 う 次 定 基準 い 適合 あ  

。ア) 便 男子用及び女子用 区別 あ 便 高齢者 害者

等 滑 利用 適 構造 便 設 い  

。イ) 高齢者 害者等 滑 利用 適 構造 あ  

。 ) 。 ) エ 。ア) 便 設 便 次 定 基準 適合 あ  

ア 出入口 次 定 基準 適合 あ  

。ア) 幅 80 ンチメ  

。イ) 。ウ) 規定 場合 除 車い 使用者 通過 支 段 い  

。ウ) 地形 状況 特別 理由 や 得 段 設 場合 傾斜路 併設

 

。エ) 高齢者 害者等 滑 利用 適 構造 便 設 い 表示

標識 設 い  

。 ) 戸 設 場合 あ 戸 次 定 基準 適合 あ  

 幅 80 ンチメ  

 高齢者 害者等 容易 開閉 通過 構造 あ  

イ 車い 使用者 滑 利用 適 広 確保 い  

ウ 当 便 次 定 基準 適合 あ  

。ア) 出入口 車い 使用者 通過 支 段 い  

。イ) 出入口 当 便 高齢者 害者等 滑 利用 適 構造 あ

表示 標識 設 い  
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。ウ) 腰掛便 及び手 設 い  

。エ) 高齢者 害者等 滑 利用 適 構造 水洗器具 設 い  

。 ) ア 。ア)及び。 )並び イ 定 基準 適合 あ  

。 ) 。 ) エ 。イ) 便 次 定 基準 適合 あ  

ア 。 ) ア 。ア) 。ウ) 及び。 ) イ並び ウ 。ウ)及び。エ) 定 基準 適合

あ  

イ 出入口 当 便 高齢者 害者等 滑 利用 適 構造 あ

表示 標識 設 い  

 水飲場及び手洗場 

不特定 多数 者 利用 又 主 高齢者 害者等 利用 水飲場及び手洗場

設 場合 う 高齢者 害者等 滑 利用 適 構

造 あ  

 掲示板及び標識 

。 ) 不特定 多数 者 利用 又 主 高齢者 害者等 利用 掲示板及び標識

次 定 基準 適合 あ  

ア 高齢者 害者等 滑 利用 適 構造 あ  

イ 当 掲示板及び標識 表示 容 容易 識別 あ  

ウ 。 ) 出入口等 利用者 通行 支 い う 高齢者 害者等 利用

慮 設置  

。 ) 定 基準 満 公園施設 置 表示 標識 設 場合 あ

う 。 ) 出入口 付近 設  


